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平成２３年度流動床炉定期点検委託

仕　　様　　書

平成２３年度



第１章　総　　則

　　　　 

　　　　 

　　第１節　一般事項

　　　　１．委 託 名

平成２３年度流動床炉定期点検委託

      　２．施工場所

〒９５９－０２１３

新潟県燕市吉田吉栄７７７

　　　　燕・弥彦総合事務組合　環境センター

　　　　３．履行期間

契約日から平成２３年１１月３０日まで

        ４．提出書類

（１） 着　　手　　届　

（２） 工　　程　　表　

（３） 履　　行　　届　

（４） 定期点検報告書

（５） 写真（着手前・完了を対比させたもの及び作業中）

（６） 施工計画書

（７） その他組合の指示するもの

２部

２部

仕　　様　　書

　本仕様書は、燕・弥彦総合事務組合が発注する、環境センター平成２３年度
流動床炉定期点検業務委託に適用する。

１部

２部

必要部数

１部

１部
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　　第２節　施設機能の確保

　　　　１．適用範囲

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　２．疑　　義

　　　　

　　　　

　　第３節　材料及び機器

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　第４節　施　　工

　　　　 本業務の施工に際しては、つぎの事項を遵守するものとする。

　　　　１．安全管理

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　２．現場管理

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　３．復　　旧

　　　　

　　　　

　使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品で、
かつすべて新品とし、日本工業規格（JIS）、電気規格調査会規格（JEC）、日
本電機工業会標準（JEM）等の規格が定められているものは、これらの規格品
を使用しなければならない。特に高温部に使用される材料は耐熱性に優れたも
のでなければならない。また、酸、アルカリ等腐蝕性のある条件下で使用する
材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮した材料を使用しなけれ
ばならない。

　資材搬入及び置場などについては組合の監督員と十分協議し、施設の運転に
支障が生じないように計画し、実施する。また、整理整頓を励行し、火災、盗
難などの事故防止に努めること｡

　他の設備、既存物件等への損傷、汚染防止に努め、万一、損傷、汚染が生じ
た場合には請負者の負担により速やかに復旧すること。

　点検中の危険防止対策を十分行い、あわせて、作業従事者への安全教育を徹
底し、労務災害の発生がないよう努めること。また、点検に伴いダイオキシン
類の作業場内への拡散が予想される場合には、適切な拡散防止と暴露防止対策
を講じること。

　本仕様書は、点検委託の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に
明記されていない事項であっても、業務の目的達成のために必要な設備、また
は性能を発揮させる為当然必要と思われるものについては、本仕様書に明示さ
れていない事項であっても点検受託者（以下「受託者」という。）の責任にお
いてすべて完備しなければならない。

見積者は本仕様書を熟読吟味し、もし疑義のある場合には、組合に照会し、組
合の指示に従い、その内容を十分に了解したうえで見積ること。
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　　第５節　試運転

１．

２．

３．

　　　　

４．

　　　　

　　　　

　　第６節　保　証

１．

　　　　

２． 責任施工

　　　　

　　　　

　　第７節　その他

１． 関係法令等の遵守

　　　　   本業務の施工にあたっては、関係法令等を遵守しなければならない。

２． 許認可申請

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　本施設の保証期間は、点検完了の日から１年とする。但し、組合の誤操作、
及び天災等の不測の事故に起因する場合はこの限りではない。

　受託者は、仕様書に明記されていない事項でも点検の性質上、当然必要なも
のは受託者の負担で施工する。

　点検内容により受託者側に関係官庁への許可申請、報告、届出等の必要があ
る場合には、その手続を受託者はすみやかに行い、組合に報告すること。ま
た、点検範囲において組合が関係官庁への許可申請、報告、届出を必要とする
場合は受託者は書類作成等について協力し、その経費を負担する。

　この期間に行われる調整及び点検には、組合の立会を要し、発見された補修
箇所及び物件については、その原因及び補修内容を組合に報告しなければなら
ない。なお、補修に際しては、受託者はあらかじめ組合の承諾を受けること。

試運転は、受託者が組合監督員とあらかじめ協議のうえ受注者が行う。

　試運転の実施において支障が生じた場合は、組合監督員が現場の状況を判断
し指示する。

点検委託完了後、工期内に試運転(含能力確認)を行うものとする。
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第２章  共通仕様

　第１節　概要

１． 共通事項

（１） 点検用機材他

　　 　　　　点検用機材として下記のものを準備する。

①休憩室並びに脱衣小屋用仮設ハウスの設置 各１棟

②点検に必要な仮設用電源（低騒音型発電機）の設置 １台

③点検に必要な仮設用照明及びその他必要な器具類の手配 １台

④防塵防毒マスク及びフィルター 必要数

⑤密閉形保護服 必要数

⑥化学防護手袋 必要数

⑦その他必要と思われる物 必要数

（２） 点検場所の明示及び通路

（３）

（４） 検査

本仕様書に定める共通事項、範囲は、次のとおりとする。

　本点検業務は、流動床炉焼却施設の機器に対し、詳細な点検を実施
し、現状の把握並びに次年度における補修工事要否の診断を行い、報
告資料を作成する。尚、点検業務期間中は他工事と重複するので充分
な工程調整、安全管理を行い、遅滞なく工事を完成する様努める事。

　検査は１系、２系共、組合監督員並びに検査管の検査が実施され
る。各検査時における書類の整備並びに現地確認に対する検査官用機
材として(１)項の④⑤⑥項は受託者が準備する。又、必要に応じ安全
靴かゴム長を準備の事。

　当該点検エリアを明確にする為、点検範囲をバリケード等で囲うと
ともに、第三者の立入りを禁ずる表示も併せて明示する事。尚、受託
者が設置する休憩室並びに脱衣小屋用仮設ハウスより、点検に関連す
る各種機材の搬入場所及び、作業場所迄の安全通路を最短距離で結ん
だ経路以外、他所に立入る事を原則禁ずる。

総合運転調整

当該焼却施設が、異常無く稼動する事を確認する為に実施する事。
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（５） 廃材処理

（６） 清掃・後片付け

（７） 他

　組合監督員の指示する事項は順守の事。

　点検完了後、点検開始前の状態以上に清掃・後片付けを行うものと
する。但し必要に応じ粉塵飛散防止措置を講ずる事。

　本点検で発生した有価物を除く廃材については、受託者の責任にお
いて適切に場外処分するものとする。尚、適正に処分されたかを示す
為、マニフェストA,B,D,及びE票の写しを完成図書に入れ提出の事。
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第３章　点検仕様

本仕様書に定める業務委託範囲は、次のとおりとする。

　第１節　点検概要

　ごみ処理施設及び粗大施設の定期点検を行うものであり、下記の点検・
整備を行う。

　　１．機器点検

　　　１）業務内容

（１） 下記機器について、全体・本体・駆動装置を目視、触手により点検を行う。
但し、基幹的設備改良事業対象工事及び対象外工事該当機器にについては、

  点検を除外する。

ごみ焼却施設

目視 触手 聴音 板厚 総合判定
1 給じん装置 ２台 ○ ○ ○ ○ ○
2 給じんコンベア ２台 ○ ○ ○ ○ ○
3 焼却炉缶体（給じんﾀﾞﾝﾊﾟｰ） ２台 ○ ○ ○ ○
4 重油貯留槽 １台 ○ ○ ○
5 助燃装置（助燃ﾊﾞｰﾅｰ） ２台 ○ ○ ○
6 清水噴霧ノズル ２本 ○ ○ ○
7 不燃物排出機 ２台 ○ ○ ○ ○ ○
8 砂分級装置 ２台 ○ ○ ○ ○ ○
9 １系砂循環コンベアー １台 ○ ○ ○ ○
10 砂貯留槽 １台 ○ ○ ○
11 砂定量排出装置 ２台 ○ ○ ○ ○
12 砂供給機 ２台 ○ ○ ○ ○
13 ｶﾞｽ冷却室缶体（含ﾀﾞｽﾄ掻寄機、二重ﾀﾞﾝﾊﾟ） ２台 ○ ○ ○ ○
14 噴射ノズル １６本 ○ ○ ○
15 噴射水加圧ポンプ ３台 ○ ○ ○ ○
16 空気予熱器 ２台 ○ ○ ○ ○
17 空気加熱器（Ａ） ２台 ○ ○ ○ ○
18 ﾌﾟﾗﾝﾄ用水供給ポンプ ２台 ○ ○ ○ ○
19 汚水移送ポンプ １台 ○ ○ ○ ○
20 汚水ろ過装置 １台 ○ ○ ○
21 ろ液貯留槽 １台 ○ ○
22 ろ液噴霧ポンプ ２台 ○ ○ ○ ○
23 温水発生器 ２台 ○ ○ ○ ○
24 温水循環タンク １台 ○ ○ ○
25 冷水塔 ２台 ○ ○ ○
26 シール用ブロワ ２台 ○ ○ ○ ○
27 エアフィルター ２台 ○ ○ ○
28 不燃物搬送装置 ３台 ○ ○ ○ ○ ○
29 磁選機/鉄分/不燃物ﾊﾞﾝｶ １台 ○ ○ ○ ○
30 ダスト搬送装置 ３台 ○ ○ ○ ○ ○
31 ダスト塊搬出ｺﾝﾍﾞｱ ２台 ○ ○ ○ ○ ○
32 工作室ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用ﾎｲｽﾄ １台 ○ ○ ○ ○
33 集じん装置 １台 ○ ○ ○
34 煙突(底部より１０ｍ程度迄) ２台 ○ ○ ○

点検対象機器 数量
点検・測定

　16及び17項の空気予熱器、空気加熱器は足場を設置し内部の伝熱管に穴が空
いているかどうかの確認を行う。特に空気予熱器に於いては、保温の取外し及
び復旧を含む他、伝熱管確認の為風箱の切断及び復旧も含む。
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粗大設備

目視 触手 聴音 板厚 総合判定

1 不燃ごみﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ １台 ○ ○ ○

2 粗大ごみﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ １台 ○ ○ ○

3 粗大ごみ受入ﾎｯﾊﾟ １台 ○ ○ ○

4 不燃ごみ受入ﾎｯﾊﾟ １台 ○ ○ ○

5 粗大ゴミ供給機 １台 ○ ○ ○ ○

6 不燃ごみ供給機 １台 ○ ○ ○ ○

7 破砕機 ２台 ○ ○ ○ ○

8 可燃性粗大ごみ破砕機 １台 ○ ○ ○ ○

9 防爆用送風機 １台 ○ ○ ○ ○

10 破砕物排出装置 １台 ○ ○ ○ ○

11 破砕ごみ搬送ｺﾝﾍﾞｱ(1) １台 ○ ○ ○ ○

12 破砕ごみ搬送ｺﾝﾍﾞｱ(2) １台 ○ ○ ○ ○

13 破袋機 １台 ○ ○ ○ ○

14 不燃用磁選機 １台 ○ ○ ○ ○

15 粗大用磁選機 １台 ○ ○ ○ ○

16 選別装置(ﾄﾛﾝﾒﾙ) １台 ○ ○ ○ ○

17 風力選別機(1) １台 ○ ○ ○ ○

18 風力選別機(2) １台 ○ ○ ○ ○

19 磁選機用風力ﾌﾞﾛﾜ １台 ○ ○ ○ ○

20 ｱﾙﾐ選別機 １台 ○ ○ ○ ○

21 手選別ｺﾝﾍﾞｱ １台 ○ ○ ○ ○

22 可燃性搬送ｺﾝﾍﾞｱ(1) １台 ○ ○ ○ ○

23 可燃性搬送ｺﾝﾍﾞｱ(2) １台 ○ ○ ○ ○

24 可燃性搬送ｺﾝﾍﾞｱ(3) １台 ○ ○ ○ ○

25 鉄分ｺﾝﾍﾞｱ(1) １台 ○ ○ ○ ○

26 鉄分ｺﾝﾍﾞｱ(2) １台 ○ ○ ○ ○

27 鉄分ｺﾝﾍﾞｱ(3) １台 ○ ○ ○ ○

28 鉄分ﾎｯﾊﾟ １台 ○ ○ ○ ○

29 ｱﾙﾐｺﾝﾍﾞｱ １台 ○ ○ ○ ○

30 手選別残渣搬送ｺﾝﾍﾞｱ(1) １台 ○ ○ ○ ○

31 手選別残渣搬送ｺﾝﾍﾞｱ(2) １台 ○ ○ ○ ○

32 ｶﾚｯﾄｺﾝﾍﾞｱ(1) １台 ○ ○ ○ ○

33 ｶﾚｯﾄｺﾝﾍﾞｱ(2) １台 ○ ○ ○ ○

34 不燃物ﾊﾞﾝｶ １台 ○ ○ ○

35 ｱﾙﾐﾎｯﾊﾟ １台 ○ ○ ○

36 ｽﾎﾟｯﾄ集塵機 ４台 ○ ○ ○

37 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀ １台 ○ ○ ○

38 ｻｲｸﾛﾝ １台 ○ ○ ○

39 排風機 １台 ○ ○ ○ ○

点検対象機器 数量
点検・測定
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（２） ダイオキシン類対策等

　焼却炉内点検である、本点検の際には「廃棄物焼却施設内作業における
ダイオキシン類暴露防止対策要綱」等の関係法令に基づき適切な対策を行
うこと。

（３） 廃材処理

　本点検で発生した廃材については、受注者の責任において適切に場外
処分するものとする。（ただし、金物類については場内処分とする。）

（４） 清掃・後片付け

　点検完了後点検開始前の状態以上に清掃・後片付けを行うものとする。

（５） その他

　共通仕様書に基づく。
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　　２．　１・２系空気予熱器点検整備

１） １・２系空気予熱器点検整備用ｽﾃｰｼﾞ製作

（１） 下記材料を使用しｽﾃｰｼﾞ製作及び取付を行なう。
添付図及び下表数量は参考とする。

神鋼環境メンテナンス㈱　製

36 m 36 m

15 m 15 m

17 ㎡ 17 ㎡

（２） 注意

① ｽﾃｰｼﾞ取付に際し、仮設足場を設ける。（ｽﾃｰｼﾞ取付後撤去。）

② 柱は上部のｽﾃｰｼﾞ梁に取り付ける。

③ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙは側面（床面より）300mm迄立ち上げる。

④ 本ｽﾃｰｼﾞへの出入りは、上部ｽﾃｰｼﾞの一部から出入りする。

（３） ダイオキシン類対策等

　焼却炉内点検である、本点検の際には「廃棄物焼却施設内作業における
ダイオキシン類暴露防止対策要綱」等の関係法令に基づき適切な対策を行
うこと。

（４） 廃材処理

　本点検で発生した廃材については、受注者の責任において適切に場外
処分するものとする。（ただし、金物類については場内処分とする。）

（５） 清掃・後片付け

　点検完了後点検開始前の状態以上に清掃・後片付けを行うものとする。

（６） その他

　共通仕様書に基づく。

一流ﾒｰｶｰ品

一流ﾒｰｶｰ品

一流ﾒｰｶｰ品

ﾒｰｶｰ １系数量 ２系数量
C型ﾁｬﾝﾈﾙ

SS400

SS400  50×50×6t

SS400 100×50×6t

仕　　　　様

Lｱﾝｸﾞﾙ

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ

品　　　　名

-9-



　　３．予熱利用系他ポンプ点検整備

１） 予熱利用系他ポンプ点検整備 （１１台）

（１） 下表、製品の手配及び交換を行なう。

台数
２台

２台

３台

２台

２台

（２） 上記ﾎﾟﾝﾌﾟ交換及び試運転確認作業

（３） ダイオキシン類対策等

　焼却炉内点検である、本点検の際には「廃棄物焼却施設内作業における
ダイオキシン類暴露防止対策要綱」等の関係法令に基づき適切な対策を行
うこと。

（４） 廃材処理

　本点検で発生した廃材については、受注者の責任において適切に場外
処分するものとする。（ただし、金物類については場内処分とする。）

（５） 清掃・後片付け

　点検完了後点検開始前の状態以上に清掃・後片付けを行うものとする。

（６） その他

　共通仕様書に基づく。

新日本造機

川本製作所

川本製作所

川本製作所

川本製作所

ﾒｰｶｰ品　　　　名 仕　　　　様
冷水塔ﾎﾟﾝﾌﾟ 50×405G-2M3.7

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(１) 50×405G-2M3.7

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(２) 50×405G-2M2.2

暖房用温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 65×505G-2M3.7

ろ液噴霧ﾎﾟﾝﾌﾟ CAA12H1R8
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　　４．煙道排ガス分析装置点検整備

１）業務内容

（１） １，２系煙道排ガス分析装置点検整備

（２） 消耗交換部品の手配及び交換を行なう。

ﾒｰｶｰ １系数量 ２系数量

富士電機 １枚＋予１枚 １枚＋予１枚

富士電機 １枚＋予１枚 １枚＋予１枚

富士電機 １枚＋予１枚 １枚＋予１枚

富士電機 １本 １本

富士電機 １個＋予２個 １個＋予２個

富士電機 １枚 １枚

富士電機 １個 １個

富士電機 １個 １個

富士電機 １個 １個

富士電機 ２個 ２個

富士電機 １台 １台

富士電機 １枚 １枚

富士電機 １枚 １枚

富士電機 ４個 ４個

富士電機 １個 １個

富士電機 1台 1台

富士電機 １台 １台

富士電機 1式 1式

富士電機

富士電機

富士電機

富士電機
富士電機

（３） １，２系部品交換作業

（４） ダイオキシン類対策等

（５） 　焼却炉内点検である、本点検の際には「廃棄物焼却施設内作業における
ダイオキシン類暴露防止対策要綱」等の関係法令に基づき適切な対策を行
うこと。

（６） 廃材処理

　本点検で発生した廃材については、受注者の責任において適切に場外
処分するものとする。（ただし、金物類については場内処分とする。）

清掃・後片付け

　点検完了後点検開始前の状態以上に清掃・後片付けを行うものとする。

（７） その他

　共通仕様書に基づく。

⑪ＮＯ２／ＮＯｺﾝﾊﾞｰﾀｰ 本体

⑩ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ 本体

Oﾘﾝｸﾞ：G65

ZBAK1-2用
⑤Ｏﾘﾝｸﾞ (G50ﾊﾞｲﾄﾝ)

③採取器蓋用ﾊﾟｯｷﾝ

富士電機株式会社　製

⑥吸引器用　ダイヤフラム ZBG52003
⑦吸引器用　弁

④金網ﾌｨﾙﾀｰ

⑨ﾐｽﾄﾌｨﾙﾀ

⑱その他雑材

ポリエチレンチューブ

⑮換気ファン

⑯パーマピュアドライヤ

⑧ﾐｽﾄﾌｨﾙﾀ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ：白

品　　　　名 仕　　　　様
①鉛ﾊﾟｯｷﾝ
②金網ﾌｨﾙﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ

⑭セル窓用 Oﾘﾝｸﾞ

⑫ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ膜 ZBD35103用
⑬電子冷却器用冷却ファン

１式

トアロンチューブ

各ユニオン

固定絞り

⑰吸引器
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　　５．Ｏ2計点検整備

　　　１）業務内容

（１） １，２系Ｏ2計点検整備

（２） 消耗交換部品の手配及び交換を行なう。

1 個 1 個

2 個 2 個

1 本 1 本

（３） １，２系部品交換作業

（４） ダイオキシン類対策等

　焼却炉内点検である、本点検の際には「廃棄物焼却施設内作業における
ダイオキシン類暴露防止対策要綱」等の関係法令に基づき適切な対策を行
うこと。

（５） 廃材処理

　本点検で発生した廃材については、受注者の責任において適切に場外
処分するものとする。（ただし、金物類については場内処分とする。）

（６） 清掃・後片付け

　点検完了後点検開始前の状態以上に清掃・後片付けを行うものとする。

（７） その他

　共通仕様書に基づく。

第一熱研

第一熱研

第一熱研

ﾒｰｶｰ

SiCﾌﾟﾛｰﾌﾞ １，０００ｍｍ

第一熱研株式会社　製

２系数量品　　　　名

Ｏリング

仕　　　　様

G２５　

TBフィルター

１系数量

-12-



　　６．ＤＣＳ周辺機器計点検整備

１）業務内容

（１） ＤＣＳ周辺機器点検整備

（２） 下記点検及び消耗交換部品の手配及び交換を行なう。

ﾒｰｶｰ 点検 部品交換
富士電機 １式

富士電機 １式

富士電機 １式

富士電機 １式

富士電機 １式

富士電機 １式

富士電機 ２式

富士電機 ６式

富士電機 １式

富士電機 １式

富士電機 ３式

富士電機 ２式

富士電機 １組

富士電機 ８個

富士電機 ４枚

富士電機 １枚

富士電機 ３枚

（３） 上記部品交換並びに試運転確認作業

（４） ダイオキシン類対策等

　焼却炉内点検である、本点検の際には「廃棄物焼却施設内作業における
ダイオキシン類暴露防止対策要綱」等の関係法令に基づき適切な対策を行
うこと。

（５） 廃材処理

　本点検で発生した廃材については、受注者の責任において適切に場外
処分するものとする。（ただし、金物類については場内処分とする。）

（６） 清掃・後片付け

　点検完了後点検開始前の状態以上に清掃・後片付けを行うものとする。

（７） その他

　共通仕様書に基づく。

京都電子工業株式会社　製

仕　　　　様

作業前・作業後

TAB用

保守点検（２ＭＰＵ３CRT）

保守点検

保守点検

IDS-2500用

IDS-2500用
ﾃﾞｽｸﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ

ﾃﾞｽｸﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ

ｼｪﾙﾌﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ

ﾌﾛﾝﾄ電源ﾕﾆｯﾄ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ

保守点検（二重化）

保守点検

ICS-2500用

ICS-2500用

ﾃﾞｽｸﾌｨﾙﾀｰ
ﾃﾞｽｸﾌｨﾙﾀｰ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾌｨﾙﾀｰ

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙ

ﾊﾞｯﾃﾘｰ

ｼｪﾙﾌﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ

IOS-2500用
IDS-2500用

ICS-2500用

IOS-2500用

IOS-2500用

品　　　　名

他周辺機器

ＩＥＷ－２５００

ＩＯＳ－２５００

ＩＤＳ－２５００

ＩＣＳ－２５００
ﾌｧｲﾙｾｰﾌﾞ･ｺﾝﾍﾞｱ
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